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ア 製品に関する事項における調査品目の見直し
①新設

・年間出荷額が500億円以上の商品のうち、調査が可能なもの
例）紙管
・行政上必要なもの 例）シリコンウエハ

②統合
・年間出荷額100億円未満かつ類似商品との統合が可能なもの
例）「再生・半合成繊維糸」、「アクリル糸」等を「科学繊維紡績糸」

に統合
・秘匿処理が必要かつ類似商品との統合が可能なもの
例）「はん用ガソリン機関３ＰＳ未満（２サイクル）」、「はん用ガソリ

ン機関３ＰＳ未満（４サイクル）」を「はん用ガソリン機関３ＰＳ未満」
に統合
③廃止

・年間出荷額100億円未満かつ類似商品との統合が困難なもの
例）避雷装置
・秘匿処理が必要かつ類似商品との統合が困難なもの
例）電気かみそり

● ●

・引き続き審議
（統一基準に基づく検討プロセス等を確認。統一基準に
沿った検討となっていることは確認できたが、品目の統廃
合に関する客観的な判断基準、数値・事実などの提示が
不十分であることから、次回部会で改めて確認することと
なった。）

 【委員等からの主な意見】
◆統合・廃止の判断における「類似品目」の定義や「ニー
ズの有無」の判断基準について、客観的な判断基準、数
値・事実、具体的な例示などに基づいて説明してほしい。

◆業界団体へのヒアリング結果についても、反対意見の
有無など客観的な情報を示してほしい。

イ 調査品目の統合に伴う調査事項の見直し
①品目統合に伴う調査事項の廃止

例）「特別高圧・高圧電力用コンデンサ」の「生産第２数量（容量
（kVA））」の廃止
②調査品目の再編・統合

例）一般用エンジン発電機の区分を４区分から２区分（75kVAをこ
えるもの／以下）に統合
③調査品目の範囲変更

例）「紡毛」について「生産内訳」を把握していたところ、「そ毛」と
「紡毛」を合わせた「毛織物」の用途別の「生産内訳」の把握するよ
う変更

● ●

・引き続き審議
（調査事項の変更の必要性・影響について確認。業界団
体、IIP等の作成部局に確認して支障がないとの回答を得
たと説明があったが、判断の根拠となる数値・事実などの
提示が不十分であることから、次回部会で改めて確認す
ることとなった。）

 【委員等からの主な意見】
◆特別高圧・高圧電力用コンデンサと低圧電力・機械用
コンデンサの統合については、生産業態が異なる品目の
統合であり、技術的な要素、統計ニーズ、業界団体の需
要を、十分に確認・検証する必要がある。

◆一般用エンジン発電機の区分変更など、変更前後で
データがどのように変わるかを示す資料（グラフ等）を次
回提示してほしい。

◆今般の変更について、業界団体、IIP等の作成部局に
確認した際に提示された意見や、支障がないと判断され
た際の数値・事実などの客観的な情報を提示してほし
い。

ウ その他の変更
①生産内訳の変更

例）染織整理月報において、調査品目別に生産（加工高）の詳細
内訳を把握していたところ、調査品目を統合した「織物」、「ニット生
地」については生産内訳別の加工高を把握するよう変更
②受入内訳の変更

例）民生用電気機械器具について「受入」の「国内」・「国外」の内
訳を廃止
③労務欄の変更

例）石油化学製品月報の労務欄について、関係する月報が統合
されることを踏まえ、公表区分に合わせた調査区分に再編
④調査品目の名称変更

例）「中質繊維板」→「乾式繊維板」（窯業・建材月報（その１））

● ●

・引き続き審議
（各変更の必要性・影響について確認。調査項目変更に
よる公表内容の変更や報告者負担への影響について、
数値・事実などの客観的な情報の提示を求める意見があ
り、次回部会で改めて確認することとなった。）

【委員等からの主な意見】
◆調査項目の変更は公表内容の変更に直結することか
ら、変更前後で統計上どのような影響が生じるかを示す
資料が必要。

◆報告者負担の軽減効果について、対象事業所数や、
報告者の記入量の変化など、定量的な情報を示してほし
い。

○ 現行の109種類の調査票を、報告者や調査品目等の内容等を勘案
し、55種類の調査票に統合する ● （第２回部会で審議）

○ 調査計画における月報（確報）及び年報の集計事項について、これ
まで業種別で集計事項を整理していたものを分野別に整理するよ
う変更

● （第２回部会で審議）

○ 今後の課題：
今回の集計事項の変更に伴い、公表内容や集計事項の文言等が
変更されることから、令和７年12月末を目途に、利活用ツールファ
イルの一般提供や変更内容について事前に情報提供を行う等、結
果の利活用に支障が生じないよう、丁寧な対応を行うこと。

● （第２回部会で審議）

○ 留意すべき事項：
今後の調査計画の変更の検討に当たっては、「統一基準」の内容
を踏まえつつ、以下の点についても併せて留意することが望まし
い。
（１） 本調査の利便性を確保するため、行政上のニーズや結果の
利活用の状況を十分に確認した上で、見直しの検討を進めること
（２） 調査票の見直しに当たっては、報告者負担の軽減に資する
観点から、報告者の意見・要望を十分に確認すること

● （第２回部会で審議）

※部会日程
第１回：令和８年４月13日（月）開催
第２回：令和８年５月８日（金）開催予定
第３回：令和８年５月29日（金）開催予定

２ 統計委員会諮問第
193号の答申（令和７年
８月26日付け統計委第
７号）における「今後の
課題」及び「留意すべき
事項」への対応状況に
ついて

産業統計部会の審議状況について
（経済産業省生産動態統計調査）（報告）

変更内容等

部会審議

審議の状況項 目

１ 今回申請された変更
について
（１）調査品目等の見直
し

（２）調査票の統合

（３）集計事項の変更
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